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◆<特集>インタビュー｢わかりあうために」一仙台教区女性小委員会の取り組

◆東北別院における女性室公開講座く報告〉

◆女性室公開講座く報告〉女たちと男たちの寄り合い談義パート３

◆<案内>女性室公開講座久留米会場･第５'１１１女性会議◆レポート
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インタビュー

｢わかりあうために」回国 －仙台教区女性小委員会の取り組み－

坊守問題は、ここ数年来、各教区でさまざまな形で論議が図られてきました。

そして現在、「坊守の規定に関する委員会」答申を受け、寺院の在り方の抜本的

な見直しを待つということで一応の決着をみています。

しかし、教区のなかには、論議が充分になされたとはいえないので継続してこ

の課題を担っていく。さらには、坊守問題から性差別の問題として掘り下げ、そ

れを男女両性でいっしょに話し合う場を教区のなかで位置づけることで、教区教

化委員会に性差別・女性問題に関する委員会を立ち上げている教区もあります。

今回インタビューさせていただいた仙台教区の女性小委員会は、1999年７月に

設置され、女性４人男性２人の委員で構成されています。今年度、女性室公開講

座を京都以外の地域で開催するはじめての企画に協力していただきました。

小委員会では、範囲が広い教区であるため活動がままならない状況のなか、委

員会の設立意義を自ら学び、お互いの考え方を理解することから始められていま

す。そして今、今後の展望について、特に真宗大谷派を名告りながらこの性差

別・女性問題にどうかかわっていけばいいのか、教区の人たちにどう伝えていけ

ばいいのか、その課題について模索されています。

このことは、どこの教区でも抱えている共通した課題でもありますし、また、

そこに女性室と教区の人たちとがいっしょに考えていくべき方向性が提起されて

いるように思います。

この特集がひとつの縁となって、それぞれの教区で同じ課題を抱えながら取り

組んでいる人たちを結ぶネットワーク作りへと展開できればと願っています。

出席者藤内明子さん

関口秀和さん

木ノ下秀俊

聞き 手岩根ふみ子

(仙台教区女性小委員会幹事・明賢寺坊守）

(〃副幹事・仙台教区副議長・徳泉寺住職）

(仙台教区駐在教導）

(女性室スタッフ）
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昼

《左から藤内さん、関口さん、岩根スタッフ、木ノ下駐在教導》

－お彼岸の前であわただしいなか、イン

タビューのお願いを快くお引き受けください

『･恩まして､ありがとうございます。
今回の特集を組むことになった背紫には、

やはり昨年末（2000年１２月８１１)、東北別院

を会場に行われた女性室公開講座の存在が大

きいかと思います。

すでに、久留米教区において次の公開講座

（2001年４月２６日）を開催することになって

いるのですが、はじめて京都を離れ、教区の

教化委員会と女性室が協力し開催できた仙台

での公開講座は、女性室の活動全般に課題を

投げかけられた場であったということを女性

室スタッフそれぞれが感じておりました。

そんななか、たまたま公開講座後、仙台教

(亀区へ出向したｽﾀｯﾌから､仙台教区女性小
委員会として話し合いが続けられているとお

聞きしましたので、今一度お感じになってい

ることをお聞きしておきたいというのが趣旨

であります。

今後の各教区における取り組みが、宗門全

体を巻き込んだ“女たちと男たちの寄り合い

談議”にどう展開していくかと思っておりま

す。

まず､自分を知ることから

－それでは、まず、仙台教区女性小委員

会の始まりについてお聞かせいただけません

か。

藤内私自身は、聖%時の教区教化委員会の委

員には入ってなかったので、設置の経緯はは

っきりとわからないのですが、宗門内で坊守

問題がクローズアップされてきたなかで、こ

の問題は坊守会だけの取り組.みでいいのか、

自分達の歩みだけとしていていいのかという

声があがってきたのがきっかけではないかと

思っています。

女性の側から、男の人も女の人も一緒に話

し合う場、もっと自分達の問題としてとらえ

ていく場を、教区のなかにきちんと位置づけ

たいという声は当初からありました。

確かに、坊守問題については教区に同朋会

議が設けられて、教化委員会の方や門徒さん

の代表、女性としては、当時の坊守会の幹事

さんたちが参加して話し合う場が持たれまし

た。

しかしながら、坊守さんたちの方はそれま

でにも女性に関わる問題についての学習をい

ろいろな形で続けてきていて、個人差はあっ

てもそれなりの認識をもって会にのぞんでい

－３－
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るわけですけれども、参加された住職さんや

門徒さんにとってこの問題は大変にわかりに

くいようで、話し合うにもだいぶズレがあっ

たように思いますし、そういったことへのジ

レンマもあったことも事実です。

そこでこういった問題にしっかりと取り組

んで対処できるようにしてほしいという要望

が広がり、教区でもそのような声をきちんと

受けとめていく場が必要であろうということ

になったのだと思います。

関口私もそうだと思います。そして、今の

教区教化委員会のメンバーを決める時には、

大幅に女性の委員を増やしているようです。

女性小委員会を意識した上でのことかもしれ

ませんが、それまでは“充て職”で入ってい

るだけだったのが「ぜひ入ってほしい」とい

う人に入っていただいて、男性主体だったと

ころに女性も関わっていただく姿勢がでてき

たのだと思います。

教区の活動にしても、組の活動にしても、

いくら「女性の参加を」といっていても、教

化委員会に女性が少ないという現実がありま

した。それを自ら活動していただける方に入

っていただいて、活性化していこうという動

きがあったのではないでしょうか。それが女

性小委員会設置への要望と重なってきたので

はないかなと私は思っています。

－最初の委員はどのように決まったので

すか。

藤内選定の基準はわかりませんが、役職に

就いているという理由ではなく、「人」を選

んでくださったという印象をもっています。

関口教区教化委員会規則も変更されまし

た。それまでは、教区教化委員といえば「教

区会議員から何名」とか、「教区門徒会員か

ら何名」というような選び方が多かったので

すけれども、“充て職”からの選出はすべて

－４－

１名になり、「この人に入ってほしい」とい

う方にできるだけ多く入っていただける形を

とり、より実動が可能な状態にしたのではな

いでしょうか。

－委員会立ち上げの時に、問題になった

ことはありますか。

関口やはり、「私はこの委員会に入りたい」

という方がなかなかいらっしゃいませんでし

た。それで結局、駐在（教区駐在教導）さん

の指名をもとにメンバー６人が選ばれたので

す。みんな「どうして私が選ばれたの？」と

いう感じでしたけれども。（笑）小委員会の

、正副幹事は互選しました。

藤内当時の駐在さんがおっしゃっておられ

たのですが、「男の人は、教区の役をお願い

しても、自分の都合だけで引き受けるかどう

かを決められる。女の人は、まず住職の意向

を聞いて、実際自分が出られるのかどうかを

確かめてからでないと返事ができない」と。

私もこういった委員会に関わることに関心は

ありましたが、だからといって即答はできま

せんでした。

－委員を引き受けられて、不安はなかっ

たのですか。

藤内それはもちろんありました。女性小委

員会を作ってほしいという声があって実現し'鰯翰り
たわけですが、では具体的にそこで何をした

らいいのかという不安をみんな持っていたと

思います。

「自分たちが何のために集まってきたのか」

｢これからしようとしていることは何なのか」

｢先には何が見えるのか」というわからない

ことがたくさんありましたので、初年度は具

体的に何をするかということよりも、委員そ

れぞれが自分の思うところ、自分自身を語る

というところから始め、１年間そういったこ

とに時間を費やしました。



関口そのあたりのことは仙台教区の教区報

「フリースペースせんだい」（８７号2000年６

月２０日発行）に書いたのですが、最初から

坊守問題だけに絞ってしまうよりも、そのこ

とを通じて性差別のことを問題にしていくこ

とになりました。

はじめは、性差別の事例に関わっておられ

るカウンセラーなどに来ていただいて、話を

伺おうかということになったこともありまし

たが、再度話しあった結果、私たち自身が性

差別をどのように考えているのか、お互い話

『．､上麓鷲|こ蹴篭蝋
かでの話し合いで終わりました。

問題は、１年で4回ほど集まったのですが、

仙台教区は３つの県（岩手県・宮城県・福島

県）にまたがっていて範囲が広いことや、そ

れぞれの事情や状況もあってなかなか集まり

にくく、たった6人なのですけれども誰か欠

けてしまうんですよね。

駐在教導こちらに赴任して、教区教化委員

会の構成を見たときに、女性小委員会では一

体何をするのだろうということを思いました

が、前任者からは、坊守問題から派生してい

るけれど、それだけにこだわらずに、女性問

《~､題といわれること全般に関わっていきたいと
いう願いがあるのだと聞きました。

この女性小委員会にどのように関わってい

けばよいのか、何をしていけばよいのかとい

うことについては、みなさんと一緒にスター

トしたようなものですから、手探りのまま一

緒に考えているという状況です。

ですから、昨年の女性室公開講座は、小委

員会の方向づけに、ある意味“はずみ，，にな

るのではという思いが強くありましたね。
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今､公開講座を終えて

－公開講座の開催にあたって、教区内の

反応はいかがでしたか。

藤内教区教化委員会に諮った時も特に反対

はなかったのですが、やはり、みなさん声に

は出さないですけれども、全く新しい委員会

ですから何をするのだろうといった目で見て

おられたのではないかと思います。昨年の公

開講座の際には、たくさんの方においでいた

だくためにいろんな所でアピールしてきまし

たので、その活動を通じて「女性小委員会が

何かやろうとしているな」ということはわか

っていただけたと思っています。

今年度は、女性室公開講座のほかにも、教

区教化委員を対･象にした学習会を開きまし

た。それについてもいろいろな提案があった

のですが、ともかく対象を広げる前にまずほ

かの教化委員会の方にも、女性小委員会がや

ろうとしていることの一端をわかっていただ

くとともに、一緒に学んでいきたいという願

いがあったからです。社会や寺のなかの“性

差'，をテーマに、組織部出仕の大窪さんから

お話をいただきました。全員参加というわけ

にはいきませんでしたが、教区で女性に関わ

る問題や、性差ということをテーマにして学

習会を持ったのはおそらく初めてのことで、

－５－
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あるいは教団、あるいは真宗との接点をもつ

のかということをこれからゆっくり考えてみ

たいと思っています。

意義深いものがあったと思っています。

関口これまでも、坊守会が主催した性差を

考える研修会は行なわれてきました。住職に

もぜひ参加してくださいと呼びかけていまし

たが参加者は１，２名で、私が参加した時は

ずいぶんめずらしがられてずっと質問攻めに

あったほどです。

それが、女性小委員会ができ、１年間の話

し合いを経てから、今年度は公開講座を開催

する運びとなりました。決して数だけの問題

ではないと思いますが、参加者の内、男性の

参加は女性と比べると少ないけれども以前よ

り多くなったと思います。一つの動きとして

スタートしたなという感じを持っています。

女性小委員会ができなかったらこういう活動

まではいかなかったのではないかという気は

しています。

駐在教導仙台教区の教化委員会では、小委

員会ごとにさまざまな社会問題との関わりが

あります。たとえば、社会問題小委員会では

臓器移植や脳死を問題にしていて、公共施設

を借りて、広告等で呼びかけ市民の方々にも

参加いただけるような公開講座の形をとって

います。今年度からは“仏教とエコロジー，’

をテーマにしています。また、同和協議会で

は“死刑制度，，をテーマに研修会を開催しま

した。

時として、バラバラにやっているのではな

いかといわれるのですが、教化委員会で取り

組んでいることの意味はどこにあるのかとい

うことを思うと、私は決してそんなことはな

いと思っています。

公開講座に参加された女性から「大谷派が

この問題に取り組むことの意味はどこにある

のか」ということをいわれました。いろいろ

な社会問題との関わりの中で、｜告1分たちはど

こに立って関わっていくのか､どこで大谷派、

なぜ､真宗を名告りながらへ

－６－

藤内ずっとこの小委員会に関わってきて思

うのは、やはり男性と女性が同じ場につくと

いうのはすごく大変だなということです。人

数がそろえばいいということもないでしょう

が、まずIIilじ場所に来て、こういうふうに顔

をあわせて話をするということ自体、非常に

難しさを感じるのです。

これは何回かの集まりの巾で男の人が言わ

れたことなのですけれども、「女性」とか

｢性差」を問題にした研修会や座談会は、男

性が糾弾される場であるかのような思いを抱

かれるらしいんですね。そしてこれは男性だ

けではなくて、女性も同じような理由からなべ、
んとなく敬遠したくなるような思いがあるよ

うなのです。女性小委員会が考えている場は

決してそのような場ではありません。

女性が抱える問題は男性の問題でもあると

はよく言われることですけれど、逆に男性の

抱える問題は女性の問題でもあるわけで、こ

れは人間そのものの生き方の問題であると思

うんですね。私たちはただ「男が、女が」と

いうことよりも、いろいろな人と一緒に人間

の営みについて語り合いたい。この私だけで

はなくて、お互いがよりよく自分らしく生き

１
‐
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るためにはどうしたらいいんだろうという、

そういうところを本音で語り合える場を持ち

たいと私は思っています。

それは私たちのお念仏の願いとおなじとこ

ろにあるのではないでしょうか。お念仏に願

われるものは、私たちのいのちそのものなん

ですね。

いずれにしても、きちっと押さえるべきと

ころを押さえていかないと、お互いの面をあ

げつらうような中身の薄い集まりになってし

まいかねないし、そういう危険性はいつもは

〆老手鰯呈蹴われたように真宗
というところでどういうふうにこのことを押

さえていくのか、常に私自身意識して関わっ

ていかなければならないと思っています。

委員会としては、今後はできるだけ範囲を

広げていろいろな人と関わっていきたいとは

思っているのですが、では具体的にどうすれ

ばいいのかということについてはまだわから

ないことが多いので、これから女性室に学ぶ

こともたくさんあると思います。

また、ほかの教区がどのような歩みをして

いるのか大変興味がありますし、関心も持っ

ています。そういった情報交換をしていく上

({！mwm､でも女性室は大きな役割を担っているのでは
ないでしょうか。

ともかくいろんな人たちと共有する課題を

見出していくためには、「語り合う」「話し合

う」場である研修会、学習会をいかに設定で

きるかということが委員会としての方向とし

てあるのではないかと思っています。

関口例えば子どもの虐待が非常に問題にな

ってきていますが、この問題は夫が妻に子ど

もの教育を任せきりにし、妻の訴えを聞かな

い。それが積もり積もってどこにもぶつけら

れないで孤独になってしまうというところか

－７－
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ら始まっていくのだと思います。それはやは

り根本に「子どもを育てるのは女性だ」とい

うずっと昔から日本にある思いが、そういう

状況を作っているのではないかと思います。

この間も新聞の投書欄に匿名で、虐待する

人の多くは子どもの時に虐待されている、自

分は虐待を受けて育ったから、それが恐くて

子どもが産めない｡という記事がありました。

そういう問題も根底に「私は私、あなたとは

関係ない」というところがつくってきている

のではないかと思っています。

だからそういうところを身構えないで、み

んなで話し合って築いていければいいなあと

思います。先日の学習会でも「言葉をまちが

ったら何を言われるかわからない」という言

葉が男性の口から出ました。何か言うと告発

されてしまうのではないかというところで身

構えてしまっています。

そうではなくて、同じ人間として、家庭、

社会の構成員として､同じ立場で考えられて、

理解しあっていけるという関係になれればい

いなと思います。

その時にどこで宗教や仏教といえるのかと

いうと、みんな自分の問題としながら一つの

ことを一緒に考えていく。教義にあてはめて

｢こうだ」という必要もない。本当に人間が

人間として生まれて、本当に人間になってい

く、つまりわたしを実現していく。そこに課

題をおいているのが仏教だと思いますから、

そこをきちんと根底にもって忘れないでいた

いと思います。

駐在教導お聖教で押さえているかというこ

とではなくて、いのちの平等という所に立っ

て取り組んでいくんだということはとてもよ

くわかります。私の場合はどうも真宗にこだ

わったなかでということを考えてしまいま

す。
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先程、公開講座の後に寄せられたお話のこ

とをいいましたけれども、大谷派の教務所、

別院で、女性問題に関わって開かれたのだか

らという期待もあったと思うのです。そうい

う期待の声を聞いた時に私は急に大谷派の一

僧侶として責任感に目覚めてしまったという

感じです。重い課題ですけれども、現状とし

てはそういう関わりも社会問題との関わりの

現場であるという気はしています。

関口今、駐在さんが「責任を感ずる」とお

つしやいましたけれども、「大谷派としてど

うしていくんですか」という問いに対して僧

籍のあるものが責任を感じていくということ

は大事だと思いました。

でも、何回も関わっている人ならばともか

く、はじめての人や、騰踏されて参加された

人にいきなり大谷派や真宗や仏教という話だ

と、とつつきにくく難しくてわからなかった

というような感じで終わっていきがちな面も

あります。

ですから、できるだけ多くの方々と話をす

る場をもちたいという私達の願いからいえ

ば、できるだけ門戸をひろげて多くの方に来

ていただくということが大変重要になってく

るような気がします。

藤内こういう問題に関心を持っておいでに

なられる方というのはいろんな所で話を聞い

ておられるし、本も読んでおられるし、いた

るところにアンテナをはりめぐらした敏感な

方が多いですね。ですからこの前の公開講座

でも、こんな話は初めてで新鮮だったとおっ

しゃる方と、特に目新しさを感じなかったと

いう方の二通りがあったようです。初めて聞

かれた方には新鮮な内容でも、積極的にいろ

いろな場所に足を運んでおられる方から、先

程の話のように大谷派というところではどの

ように考えているのかというようなご意見が

－８－

出るのは当然だと思います。やはり「なぜこ

の場所で開いたのか」ということを私たちは

問題にしていかなければならないと思いま

す。

ややもすると、教区のなかで興味関心があ

る者だけがやっているといったような、また

女性小委員会の名前だけが一人歩きするよう

なことにもなりかねません。委員会としての

動きを間違えると、教区内の方々との距離感

ができてしまう恐れもないとは言い切れない

面もあります。

は期蹴言:宣鰯鰯、
こで取り払っていけるのかということが大切

になってくると思います。

それはやはり私たちがここでやろうとして

いることの意味を身をもって、あるいははっ

きりとした言葉で示していかなければならな

いだろうし、そのためには一般的に掲げられ

ているようなテーマをそのままに私たちも掲

げていくのか、あるいは独自のテーマを発信

していくのか、そのあたりがこれからの大き

なポイントではないでしょうか。

関口いろんな関心をもって、研修会に出て

おられる方はともかく、関心のない人をどう

やって引き出せるかという方向を考えなけれ'曇慰､》
ばならないと思います。だから、よそでたく

さん勉強してきたから、ここでは大谷派の色

を出してくださいというような方々の研修会

と、すそ野を広げていく研修会、例えば「本

当に夫婦で心打ち解けた話し合いができてい

ますか」というところから始められるような

研修会があってもいいような気もします。み

んな一緒の場で考えていくと、どうしてもう

まくいかない面があると思います。

関心をもって勉強している方には講師を依

頼するといった方法も考えられると思いま



す。蚊帳のなかの自己満足で終ってしまうと

いうことにならないように、多くの方に関心

をもっていただけるように働きかけたいと思

います。本当に難しいですが。

今、小委員会に男性が2人います。「言っ

ていることとやってることが違うんじゃない

の」といわれそうだなと思いながら、しゃべ

っているのですが、隠さないで言える、心を

開くということの練習が１年11だったと思い

ます。少しできてきたかなあと今は思います

が。（笑）

『．､い』護真皇二篤憲凱云
があれば、それはやっぱりうまくいくはずが

ないですよね。そういうことが教区全体でも

できないかなあと思っています。

ｰ

Ｌ

女性室へ

一先ほどもおっしゃっておられました

が、女‘性室に対して要望されることはありま

すか。

藤内要望というようなことではないです

が、女性室では女性会議をやっておられます

ね。仙台教区の女性小委員会からもできるだ

け参加して、そこであらわになった問題を持

ち帰ることができればいいですね。実際に自

－９－
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分たちの目で、耳で確かめたことが委員会の

活動の中でも生きてくるはずですから。

それから、これまで山形、奥羽など隣接す

る教区との交流があまりなかったのですが、

今回は女性室の公開講座ということもあって

近くの教区の方もお誘いすることができまし

た。実際来られた方は少なかったですけれど

も、このことがきっかけになって、ほかの教

区で何かあるときはこちらからも出かけてい

くことができたらと思っています。

場所が変わっても人が変わってもそこにあ

る課題は同じだと思うので、チャンスを生か

してつながっていきたい、関係を持っていき

たいなと思います。個人的につながりはあっ

ても、公のところではなかなか行き来ができ

ません。これからはできるだけ広く呼びかけ

ていきたいと考えています。このことも女性

室の公開講座で学ばせていただいたことの一

つです。

－個人的にほかの教区の方との関わりが

あったとおつしやっいましたが、どのような

関わりだったのでしょうか。

藤内実は、坊守会とは別に自主的に学習会

を持ったことがあったのですが、あるきっか

けで山形教区の方々と交流ができました。そ

れで、互いに会場を設定して座談会などを開

いたりしていました。

そういうつながりが発展的に広がっていけ

ばいいなと個人的には考えていたのですが、

教区を越えるということは意外に難しいもの

でした。

しかし、女性小委員会は仙台教区教化委員

会のなかにあります。ですから本当に個人的

に聞きたいことややりたいこととは違うこと

をやらなくてはならないという可能性もあり

ますから、組織のなかの一つになるというの

は、結構大変なことだなと思います。
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でも、自分たちがやりたいことに取り組む

ということとバランスをどうすればいいのか

自分のなかで考えていきたいなと思っていま

す。

相手を知って変わっていく

－「男女共同参画」という課題について

はどう思われますか。

関口朝日新聞の「声」柵に、高校生の女の

子が、「お父さんにも家事をしてほしい」と

いう投浮をよせていました。その内容は、お

父さんとお母さんは共働きで、お母さんは看

護婦をしています。お父さんは帰って来ると

テレビを見ながら、ごはんができるのを待っ

ているだけで、お母さんが「手,伝って」とい

っても、「娘にやってもらったら」と言って

家事をしようとしません、私は、やっぱりお

父さんとお母さんは協力すべきだと思いま

すα仕事にも家庭生活にも協力して一生懸命

なお父さんお母さんを見て、尊敬できる両親

だということができると思います。といった

内容でした。

子どもたちは父親と母親が動いている姿を

見て自然に手伝ってくれるようになるのでし

ょうね。（笑）

例えば、介護についても、嫁はいくら介謹

しても、遺産は相続できません。全然介護し

ていない、夫の兄弟が持っていってしまいま

す。私は非常に矛盾していると思います。そ

れから子どもの教育にしても介護にしても

｢あなたに任せた」というんだったら、任せ

た側の責任で背負っていかなくてはならない

のに、「あなたに任せたはずだ、責任をとっ

てほしい」というのでは、任せたのではなく

て自分の責任放棄でしかないわけです。そう

いうところがおかしいと思います。

藤内「おかしい」と気づいてもらえない人

間もいます。その「気づき」を持てるかどう

かですよ。そこからですよね。
~、

関口そういうことを問題とする集まりに

は、たくさんの人に来てほしいですね。その

人たちが家に持ち帰って話題にする。そうい

うところから広がっていってほしいと思いま

す。

藤内日常の延長のなかでそういう会話が生

まれるような状態になるにはどうしたらよい

か探っていけたらいいなと思っています。

男性と女性の役割については、家事をする

男の人も増えていますし、特に若い人たちは

変わってきていると思うのですが、あるテレ

ビのバラエティー番組で、尚校生の男の子と

女の子が結婚を前提にして１カ月間擬似同棲

をして､そこで自分たちの責任を果せたら親'･）
の許しをもらうという番組がありました。決

まった役割のパターンがあって、男の子は外

にいってアルバイトをして働く。彼女の親に

は、「僕が働いて彼女を食べさせます。学校

も行かせますので心配ありません｣と言って、

きついバイトを一生懸命やる。女の子は家で

ごはんを作って待っている。はじめは楽しく

やっていますが､男の子は仕事もしんどいし、

女の子はごはんなんか作りたくないし、友達

とも遊びたい。そしてケンカになるわけです

ね。１０代の子どもたちでも、「男は仕事、女

－１０－



Ｉま家事」ということが当たり前の形、あるべ

き姿として刷り込まれている。「これはもう

変わらないのかな」と思いました。

それから、子どもの問題は、やっぱり父親

の存在が大きく関わってくる部分だと思いま

す。たとえば虐待の問題などにしても、意図

的にしているのかどうかわかりませんが、母

親が虐待していた場合、報道のなかでは父親

の姿が全然表に出てきません。この見えてこ

ない父親の姿というのが気になっています。

関口私もこの小委員会に関わらせていただ

呼隠忌買茎蹴,駕:製鴻
というくらいにしか思っていませんでした

が、関心を持たずにはいられなくなります。

私は、女性室がどういうところかわかって

いませんでしたし、今もわかっているとは言

いきれませんが、こうしてお話させていただ

く機会をもつことによって親しみが出てき

て、最近は「本山に行ったら寄ってみようか

な」と思うようになりました。やはり相手を

知らない限りは理解もできませんから、関わ

って相手を知り、何かを受け止めていく。そ

こから何か変わっていく、そしてそれを広げ

ていく、そのことが大切だと思います。

岬ですから､できるだけ多くの方に関わって
ほしい。女性小委員会のメンバーも固定しな

いで、若い人にも入ってもらいたいと思って

います。

藤内以前、あるところに２０人程で行った

とき、２０代の男の人がお茶とお菓子を出し

てくれました。私たちは、「男の人なのに、

お茶出してくれてすごいね」と言っていまし

た。説明してくださった女性の方は、「今日

は私が説明するから、彼がお茶を出してくれ

ているんです。手の空いている方がお茶いれ

るのは当たり前でしよ」と言われました。

あいあう（第９号）

｢あっ、そういうことが自然にできることが

普通なんだな」とその時は思ったのです。せ

っかくそういうことを学んで帰ってきたの

に、家に帰って男の人がやるとなると、世話

を焼いてしまう。一体何を見てきたんだろう

と思います。

関口今度息子が結婚するにあたって、同居

するかどうか話し合いました。息子の方は、

最初は別居して子どもができたら考えると言

いました。私は、自分の都合のいい時だけ同

居するのは違っているのではないかと言いま

したが、やはり同居すれば都合のいいことも

悪いこともたくさんあって、それは息子たち

だけでなく、こっちにもあるわけです。でも

苦労をお互いが避けていると、大事なものを

なくしていってしまうような気がしてなりま

せん。

最近は、核家族のなかで育って、人が老い

て死んでいくという過程を見ないまま育って

しまうという子どもが増えています｡やはり、

おじいちゃん、おばあちゃんがいて年老いて

いく様子や、介護する様子、それを夫婦が助

け合ってやっていくという状況を見ていくと

いうことが大切だと思います｡ということで、

どうなるかわかりませんが、同居することに

なりました。

性差別の問題は、女性の側でだけしか問題

－１１－
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にならなかった経緯がありますね。一生懸命

グループなどで努力しても、やはり、もう一

方の性である男性が関心をもってくれないと

何にもならない。

駐在教導女性と一緒の場では男性からはあ

まり意見がでませんけれども、男性だけで集

まると結構男性も意見を持っておられるなと

感じます。女性たちは、性差別の問題につい

て、女性どうしで語り合ってきた、考えてき

たという歴史があります。男性はその歴史な

しで、いきなり女性と一緒に語ろうといわれ

ても、糾弾をされるのではないかと力】、発言

に気をつかわなくてはならないということが

先に立ってしまっている。男性どうしの意見

すら交換できないとすれば、男性だけの研修

会、学習会もあっていいかなと思います。

関口父親の不在とか、いろいろなことが言

われていますから、やはり、「男性って何？」

とか、「女性に対しての男性」ではなくて、

男として生まれたけれども、男として人間を

生きていくということは一体どういうことな

のかというところで、今まで社会的にできて

しまっている役割はどうなのか。世の中には

男と女の両性しかなくて、どちらが欠けても

生きていけないわけですから、男性として生

きていくことと、人間として生きていくこと

がどこまで重なるかということだと思いま

す。

藤内男性だけで女性について語るなんてお

もしろいし、いろいろなアプローチの仕方が

あるなと思いました。

確かに女の人には、性差別の問題について

は一歩先を行くかたちで語りあってきたとい

う歴史があります。しかし、本当に自分自身

を見直すということをやってきたのかなとい

う心配もあるんです。ですから、もし男性が

自分たちの足元を見直して、本音を語るとい

う場ができるとすれば、女たちももう一度き

ちんと自分たちの見直しをしないと、男の人

と向き合えないんじゃないかなと思います。

何よりも一番身近な人に自分のことをわか

ってもらいたい、それは女の人も男の人も同

じだろうと思うのです。双方が抱えているし

んどさを吐き出すことから共通の課題が見え

てくるのではないでしょうか。

もちろん、制度、機構を変えることも一緒

に取り組んでいかなくてはならないことです

けれども、それと同時に、私にとってはやは

り「わかりあいたい」ということが大きな課

題としてあるので、小委員会としては身近な

ところから語り合う場を開いて、お互いに顔

の見えるところで、声の届く範囲で共に学ん

でいきたいと思っています。

また何とかそういう機会、場を各お寺に開

いていただくために働きかけをしていきたい

ですね。手探りですが次年度の委員会の方向

性がひとつ見えてきたような気がします。

一これからの女性室の課題も見えてきた

ような感じがいたします。地道に継続して考

えていくことが力になるのではないかと思い

ました。本日はお忙しいところ、ありがとう

ございました。

【2001年３月１６日（金）東北別院にて】

－１２－
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公開講座を終えて

『人と遇う､場に出遇う』
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仙台教区女性小委員会幹事藤内明子

「炊事が奇しくも分けられた／女の役目であったのは／不幸なこととは思われない／そ

のために知識や世間での地位がたちおくれたとしても／おそくはない／私たちの前にある

ものは／鍋とお釜と燃える火と／それらなつかしい器物の前で／お芋や、肉を料理するよ

うに／深い思いをこめて／政治や経済や文学も勉強しよう」（『私の前にある鍋とお釜と燃

える火と』石垣りん著昭和三十四年）

このようにして女は、自分の生活の場にじっくりと腰を据えて生きてきた。しかも常に

社会と切り結ぶまなこを持ち、それを曇らすことはなかった。内部はじっくりと熟成され、

いつでも踏み出す用意はできていたが、男たちはそれに気づかなかった。いや、もしかす

ると、とっくに気づいていたのに、知らないふりを決めこんでいたのかもしれない。

そんな歴史と現実を背負った女たちと男たちが、ひとつ所に歩み寄り、それぞれの言葉

で自分自身を語りはじめる。そしてお互いの存在を確かめ、認めあう。そんな場はひらけ

るのだろうか。本当にここに？

仙台教区女性小委員会は、そのようなところからのスタートだったように思う。ご多聞

にもれずここ仙台でも、坊守の問題をはじめとして女性に関わる議論は女性ばかりが集ま

るところでしか成り立たなかったからである。しかし、ともかく「窓は開いた」のだった。

この度、女性室の公開講座が仙台教区で開催され、委員会としては、これが対外に発信

する最初の仕事となった。手持ちの駒の少ない教区であるから、このような企画は新委員

会のとっかかりとしては、正直有り難い。

女性小委員会の名称が、男性の参加者を募るうえでどう作用するか、いささかの不安も

あったが、数の多少よりも大事なことは、その場でどういうことが話されたか、また語り

合われたかということにあるのではないだろうか。

当日、「"らしさ，’からの解放」というテーマのもとに足を運ばれた一人ひとりは、講義

をお聞きした中で何を感じとられただろう。そこには、肯定も否定もあるにちがいない。

男性にとっても、あるいは女性にとっても、膝を叩いてうなずけることばかりではなかっ

たかもしれない。とはいえ、“らしさ”を当たり前と思いこんでいる私たちのあり方に一

石を投じ、示唆するものは多かったのではないかと思う。

時代を越え、台所の燃える火の前で、私たち女の“らしさ，’は増幅されていった。その

"らしさ，，が、自分自身を形作っていると私たちは思い込んでこなかったか。他者から向

けられたものが、いつのまにか私のものとなっている、そのことに気がつき、男も女も自

立した生活者として社会に根付いていく。そんな願いをどうまわりの人々と共有できるか、

あらためて、語り合う場のあること、そこに身を置くことの意味を思わずにいられない。

さてひとつ仕事を終えた今、「女性」の冠を着けたこの委員会に、表立った期待も批判

も、同朋からの声はまだ聞こえてきてはいない。

とにかくも時間が必要なことなのだろう。

＃＃＃＃＃＃稗＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃弊＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
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女性室公開講座報告 2000年12月８日開催

東北別院における公開講座
ひとひとひと

女・男・人間 講師伊藤公雄さん
（大阪大学人間科学部教授）

－“らしさ，'からの解放－

この公開講座は、これまで京都を会場に行われてきたが、今年度から、より広く多

くの方々に聞いていただくため、京都以外の地域でも開催することになり、今回はそ

の第１回目として仙台市での開催となった。参加者は約70名で、仙台教区ばかりでは

なく遠く奥羽、山形教区からの参加や、また男性の参加も多く見られた。

講師の伊藤さんは、まず自らの「主夫」体験を紹介し、男女が対等に「社会」「家庭」

｢地域」参加する社会を実現していくことは、性差に対する意識を変革し生活スタイル

を転換することによって「女らしさ」「男らしさ」という固定的なきめつけによる偏見

を超えて、共に人間関係や人間性を回復していくことであるということを、身近な例

をあげて分かりやすく話された。

仙台教区教化委員会では昨年７月｢女性小委員会｣を設け、性差別問題に積極的に取

り組んでおり、今回の公開講座の開催でさらにその活動が活性化することが望まれる。

'詞#》

｢霧誘司
男だから泣くな、女だからおしとやかにと

決めつけでものを見てしまうのは、私たちの

意識のあり方に問題があります。

この固定的に見てしまうあり方が差別や偏

見を生み出しています。生物学的に男性・女

性の機能の違いはあってもそれ以上に男だか

ら、女だからという決めつけで枠にはめ込ん

でいるのではないでしょうか。

人は一人ひとりみな違います。男は仕事、

女は家事と決めつけないで、お互いが複数の

顔を持って人間らしい暮らしを築いていきま

しょう。

仙台公開講座アンケートより

・このような公開講座を地方でどんどん開い

て欲しい。これから社会を担う子どもや、若

い年代の人たちにも聞いて欲しい。

（50歳代・女）

・子どもたちに対して、これからの人生の

パートナーは、男女共同できる相手を選ぶよ

うにと伝えたい。（40歳代・女）

・公開講座という形にされてよかった。会場

は教務所だけでなく、もっとほかの場所でも

開かれたらいい。（40歳代・女）

・日常生活の中で感じていることが今日のお

話の中にもたくさんでてきましたし、夫婦の

間（特に夫）でも少しずつ変わってきている

部分がありますので、地道に、ゆっくり通い

合う関係を作っていきたい。（50歳代.女)'菰､，
．社会の現況を様々な形で教えられた。常識

と思っているものの怖さをあらためて考えさ

せられた。（30歳代・男）

・男女共生の社会について県庁でも学習して

おります。もっと女性も女性の足を引っ張る

ことなく、男性にももっとこのような問題を

学習する場があればよい。このような話し合

いの中で男性教育が必要だと思います。

（60歳代・女）

・参加してよかった。自分のなかに“男だか

ら、女だから，，という考えが根強く残ってい

ることを感じました。（50歳代・女）

－１４－



女性室公開講座 |報告

画だちと男だちの

寄り合い談義
パート３

いま

女たちの現代

r~’第'回｜
いま

女たちの現代

一主婦ってなに？－

《お話》加納実紀代さん
（女性史研究家）

2000.10.23大谷婦人会館

講義より

☆「主婦」ということば

【．､皇蹴卿二二噸蝋=鷲
権威があった。大家族の大人の女性たちの巾

で家族の管理権をもつ女性を主婦といい、今

のような核家族化した家庭の女性を主婦とは

いわなかった。

・現在考えるようなにE婦」が||本社会の巾

で出てきたのは戦後である。商度経済成長の

過程で産業構造の移行による一億総サラリー

マン化という現象がおこり、ツjは外で働き、

女は家で家事育児を担うという現在のような

「主婦｜の大量化がおこった。その事態を背

あいあう（第９号）

賊に主婦論争が３Ｍにわたって行われてい

る。

☆主婦論争

．第一次主婦論争（1955～59年）

石垣綾子「主婦という第二職業論」の論文を

めぐっての論争（専業主婦不要論を述べ、男

性と同じように仕事を持った上で家事育児を

やりなさいという論に対しての論争）

・第二次主婦論争（1960年）

磯野富士-j皇「婦人解放論の混迷」の論文をめ

ぐる論争（1ﾐ婦の家4ｆ労働はいくらの価値を

もつかということをめぐっての論争）

・第三次主婦論争（1972年）

尚度経済成長によるマイナス而（環境破壊、

地域社会の崩壊、アジアへの経済侵略・性侵

|略、家庭内暴力、教育加熱に視点をあてての

論争）

第一次、第二次論争は、いずれもいまだに

くりかえされている問題である。特に第二次

j§蹄論争の論点は、現在行われている「アン

ペイドワーク論（不払い労働・無償労働)」

につながる先進的な提起であった。この「ア

ンペイドワーク」をきちんと位置づけること

が「金がすべて」の世の中に対する一種のア

ンチを提起することになると考えて今模索中

である。

アンケートより

◆「女性岡士が対･立させられてしまう構造自

体を問題にしていく」という先生の言葉に、

ひとつの視点を再確認できた感じがします。

（30歳代・女性）

◆いままでずっと主婦に対して誰かが貸金な

り他の形で何か認めてほしいと思っていまし

－１ ５ －
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た。年金としてでもよいのではやく実現して

ほし い で す 。 （30歳代・女性）

◆主婦としか呼ばれない自分。かといって自

分をどう呼んだらいいかわからぬ私。現状は

我が家では役割分担として私が家にいます。

こういう人間の有り様の話は心が痛むことが

あります。ということを本当は質問したかっ

たのですが、違うことをいったようです。

（40歳代・女』性）

第２回｜
いま

女たちの現代

一共同参画をめぐって－

《お話》加納実紀代さん

（女性史研究家）

2000.11.24大谷婦人会館

講義より

☆男女共同参画に至る歴史的背景

・１９６９年後半、ウーマンリブ運動の盛り上

がりで、本質的な女性、男性の問題が問い直

された。男らしさ。女らしさは歴史的、社会

的に作られた物にすぎないことが明らかにな

ってきた。

・１９７５年、第１回世界女性会議でボリビア

の女性の提起…「男女平等という以前にボリ

ビアの男性だって、先進資本主義国によって

搾取されている」（性・民族・階級）

・日本は1999年「男女共同参画社会基本法」

制定。単なる参加ではなく、政策決定の場で

女性の発言が影響をおよぼすような参加を目

指すことが必要。また、経済活動、小子化、

高齢化の問題の改善のため、男女共同参画の

必要性を国は調っているが、女性側の反論は

女性たちがきちんと生きるために必要だとい

っている。

☆ジェンダーからの解放

・男女共同参画は社会的性差から解放されて

いく事が目的（女性だけでなく男性も)。ジ

ェンダー＝文化的、心理的、社会的性差。身

体的に違うと、自ずと女らしさ、男らしさが
鼻、

備わるというのは間違い。根拠はない。

☆女も男なみに戦闘に参加するのが平等か？

・アメリカフェミニズム…軍隊でも女性も男

性同様に戦闘参加を要求→昇進につながる。

男女平等ということがこういうところに行き

着くのか…皆さんも考えてほしい。

アンケートより

◆基本法が制定されても地域・家庭でそれが

どのように具体化してはたらくのか。なにか

すごく遠く離れていて、他人票のようになら

ないように、身近なところで考えていける場へ

を広げていかないと、なかなか変わらないよ

うな気がする。（50歳代・女性）

◆軍隊（戦争）に関して男女共同参画に対･す

る先生のご意見は私も全くうなずけました。

戦争というまったく次元の違う出来事、あっ

てはならないものの中での男女平等は成立し

ないと思います。（30歳代・女性）

－１６－



(⑤日程

時
場
師

女たちと男たちの寄り合い談義

幣々下’

－１７ －

一久留米会場一

男であること女であること

－何を得何を失ってきたのだろう－

Ｆ一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一可

｜私たちは世間の常識のおかしさを感じながら、実は世間の常識が大好きなのかもしれない。｜

｜男であること、女であること、そのことで求められる役割を演じながら、何を得、何を失ｌ
Ｉってきたのだろう。

｜いま、立ちどまることなく、このまま未来へ手渡していくのだろうか。
'－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－Ｊ

『

２００１年４月２６日（木）午後１時～５時

久留米教務所（福岡県久留米市TELO942-32-3056）

園田久子さん（福岡市立箱崎中学校教諭・九州産業大学非常勤講師）

宮城顎さん（九州大谷短期大学名誉教授）

※保育室を設けます。お子さま連れでご参加いただけます。

日
会
講

⑱
、
⑧

あいあう（第９号）

《主催》真宗大谷派宗務所(東本願寺)組織部女性室TEL､075-371-9187

《協力》久留米教区男なり女なり準備委員会

ロ
軸『

国
逝
３
号
恕 至

刷
水

厨団JR久留米恥りﾀｸｼー で約12分
西鉄久留米駅よりタクシーで約7分
久留米インターより約30分

③参加費無料（ただし懇親会は会費制です）

１３：００

１３：３０

１４：００

１６：００

１７：００

受付

開講式

パネルディスカッション

閉会

閉会後、懇親会を予定しています。

講義（間田久子さん）５０分

講義（宮城顔さん）５０分

屋
罰

岡

／



マ

あいあう（第９時）

第 Ｓ回

男女両性で形づくる教団に向けて
－「東京都男女平等参画条例」に間く－

ジ

『
４

／ 、

（

（ 〉開催 テー

開催趣 旨

－１８－

ノ

、
ノ

、

戸、

昨年開催いたしました女性会議（第３．４回）では、“男女両性で形づくる教団に向け

て”をテーマに、男女平等にむけての国際社会における取り組みや、国の「男女共同

参画社会基本法」の背景にある願いや歴史・意義を学んできました。

女性室が開設され、上記のテーマにより歩みだして4年間が経過したわけですが、こ

の間さまざまに議論されてきた坊守に関する問題も一応の結論が出され、一つには

｢寺院教会条例」の抜本的見直しへと課題が引き継がれ、現在、鋭意取り組まれていま

す。もう一方、教団における男女共同参画の意義と方向性があらためて問われること

となっています。さらには、“政策決定の場に女性の声を”との願いのもと取り組まれ

た、被選挙権の拡大に向けての選挙制度改革もその動向が大いに注目されます。

女性室では、男女共同参画に向けて①何をすべきか（行動計画の策定)、②どのよう

にするのか（基本条例の立案)、③それはなぜなのか（宗門の女性に対する教学．教

化・制度の歴史的検証）を、この女性会議を通して具体的歩みを進め明らかにしてい

きたいと考えています。

そこで、今回の女性会議では樋口恵子さんをお迎えして実際に東京都で策定された

｢東京都男女平等参画条例」に関しての取り組みを具体的にお聞きします。そのことを

ふまえて、浄土という世界観をもつ真宗教団における男女平等（共同）参画の基本理

念を言葉にするためにはどこに焦点をあて、どこで男女が向き合うことができるのか、

それが可能なのかも含めて、模索したいと思います。さまざまな立場の方々が声を出

し合い、教えを通した頁の解放を願って今一度丁寧に語り合う時と場を持ちたいと思

います。

皆さんのご参加をお待ちいたしております。



申込方法・問い合わせ先

#mmw、

■期間

２００１年５月１１日(金） １２日(土）戸 、一

■日程

fmI儲、

《講師》

樋口恵子氏

東京家政大学教授
女性と仕事の未来館館長

元東京都女性問題協議会会長

《場所》

大谷婦人会館（東本願寺北隣）

《募集人員》

６０人

（女性30人・男性30人）

※定員になり次第締切ります。

《参カロ費》
無 料

（交通費は本人負担）

《持参品》
念珠・筆記具・洗面具・寝間着・

健康保険証・持薬・その他

〒６００－８５０５京都市下京区烏丸通七条上る常葉町

真宗大谷派宗務所組織部女性室

Ｔｅ1.Ｏ７５－３７１－ｇｌ８７Ｆａｘ.Ｏ７５－３７１－９１９４

住所、氏名（ふりがな)、性別、電話番号を記入のうえ、５月一

１日(火)までに下記あて郵便又はFAXでお申し込みください。

あいあう（第９号）

主催：組織部女I性室

－１９－

１１日(金） １２日(土）

０
０
０
５
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
４
０
３
０
０
０
３
０
０
０

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
◆
●
●
●
●
●
●
●
●

６
９
０
１
２
２
３
４
５
６
８
０
１

１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２

１２：３０受付

開会式

オリエンテーション

脇１ｵﾘｴﾝﾃー ｼｮﾝ

全体会

夕事勤行

夕食

講義

(樋口恵子氏）

全 体会

入浴・就寝

起床・洗面

農朝・朝食

班別会議

全体会

閉会式

解散

※都合により日程

を変更すること

があります。



あいあう（第９号）

腿

Ｒｅｐｏｒｔ

○男女共同参画全国会議
○女庭ち⑳含

第二回定例学習会
、

｢男女共同参画社会づくりに

向けての全国会議」

2000年１０月６日開催

主催：総理府男女共同参画室

全国会議の冒頭、男女共同参画推進本部長

を務める森喜朗首相が「男女共同参画社会の

実現は、二十一世紀の日本社会を決定する最

重要課題の一つであり、すべての人々が自ら

の問題だと認識して、行動することが不可欠

だ」と述べた。続いて、社会学、経済学、女

性学など各分野のパネリストを迎え、男女共

同参画を推進する社会システムの構築､少子・

高齢化や家庭・地域の変化、経済の椛造変化

に応じた今後の取り組みの方向をテーマにシ

ンポジウムが行なわれた。

高度経済成長期に男性だけが働き手として

見られ、その体系を維持するために女性は補

助的な立場に立たされた。また社会保障や税

制等の社会政策がそれを助長するものであっ

たということが指摘され、男女が共に働き、

共に家事・育児を行なうことの里要性が提起

された。また、個人が職場、家庭、地域など

に足場をもつ多元的な生き方の必要性につい

ても意見が交わされた。

男女が平等で、と|意生きとくらせる社会を

実現していくためには、社会や価値観が次々

と変化していく中で、それに対応しうるシス

可

テムを作っていくことが重要であるし、それ

をひとりひとりが身近なものとして受けとめ、

行動していくことの大切さを確認する場とな
律、

っ た。』

（事務局）

真宗大谷派における

女性差別を考える女たちの会

第二回定例学習会参加報告

2001年１月２２日、２３１１大谷婦人会館で全

国各地からの参加者30名余りで熱気あふれ

る中、松下節子さん（京都教区）が「蓮如の

お文を読んで感じたこと」特に「女人成仏」

について話されました。

その後、Ｉ|本基督教団牧師キム・ヨンさん

が「女性神学に学ぶ－女性の眼で読む聖書」男、

という講題で、講義をされました。

女性神学とは「女性であるがために差別さ

れた経験をもった人の視点から聖書を読み、

またそこで出会った神を語ること。女性の完

全な解放をめざし、神学のあらゆる場面での

再検討．、再構成を試み、聖書を読む作業を通

して女性を抑圧してきたさまざまな教理も新

しく見直され始めた｡」

講義のあと、活発な意見交換がなされまし

た。

（女性室岩根）

－２０－



それは寺という団体、組織の中で長い間女

性差別、もしくは男性差別の問題を全くとい

っていいほど話し合ったり考えてこなかった

からのような気がする。

長い歴史の中で教え込まれてきた女らし

さ、男らしさでどれほど多くの人が自分らし

さを閉じ込めてきたのだろうか。女性問題を

考える中でまだまだ制度として改革しなくて

はならない点はあると思う。女性解放はイ

コール男性解放であり、それはまさしくとら

われからの自立、あたりまえを問い直すこと

であり、その人がその人らしく生きるための

第一歩で、違いを認め合い、共に生きるため

の原点なのかもしれない。

あいあう（第９号）

土
戸

な気がする。

－２１－

日豊教区女性研修小委員会に出席するよう

になって、約１年が過ぎようとしている。私

の中では何となく興味はあったのだが、いっ

たいどんな事をするのか、何を問題にしてい

“くのか､期待まじりの参加だった｡いざ参加
してみると、人数の少なさに驚き、また今か

らどういう事をやっていくのか模索しながら

の会だった。女性室の方を招いて、話を伺っ

たり、与謝野晶子の研究をしている園田久子

さんの話を聞いたりの自主学習が主で、その

後ディスカッションしあう中で、私はハツと

させられた。というのは、自分は決めつけら

れた“女らしさ”を求められても困ると思い

ながら、実は、夫や息子にはどこかでもっと

“男らしさ”を求め、プレッシャーをかけて

砕いたような気がする｡そしていつのまにか、
やさしさを見失っていたことに気づき、胸の

痛む思いがした。

寺に住み、聞法していく中で、講師の先生

の話や教義は、その都度うなずくことができ

るのに、なぜか生活の中では「何か違う」と

悶々としたものが胸にくすぶっていた。それ

が何なのか、なかなか表現することができな

かったが、女性問題を勉強したり、『あいあ

う』を読む中で、少しそれが見えてきたよう

(日豊教区・環睦美）

このコーナーでは、読者からの投稿を掲載

させていただいております。
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ゆらぎ､’

韓国の旅路にて

この春、釜山大学に留学中の友人を訪

ねがてら、３年ぶりに韓国南部を小旅行

した。着陸態勢に入った航空機の窓から

も、喧騒の釜山市街を抜けて北上する列

車の窓からも、真っ先に目に留まるのは

積み木細工のような高層マンションの群

れ。力】と思えば稲葉の堆積が散在する田

園の彼方には、柔らかいカーブを描く土

鰻頭の並んだ墓地が、なだらかな山の中

腹にまであちこちに点在する。伝統と開

発と、村落と都会と、近代化の波のうね

りのなかで韓国社会はいま日夜揺れ続け

ているようだ。

奈良の地を思わせる古都慶州では、壮

麗な国宝仏国寺はもとより、石窟庵の本

尊大仏、骨窟庵の磨崖仏、そして国立博

物館の統一新羅時代の菩薩像など、いず

れも丁寧に荘厳・保存されていて、老若

の女性たちはひそやかに合掌しあるいは

五体投地の礼を捧げていた。どの仏像も

わが国のそれとよく似た容姿であること

に、改めて仏教伝播史における朝鮮半島

と日本列島との歴史的・地理的近しさが

思われた。折しもアフガニスタンのイス

ラム原理主義勢力タリバーンによるバー

ミヤン大仏の爆破が報じられていた時だ

けに、美しく静もったお姿に感慨ひとし

おであった。

大学でわが友人の研究を手伝っている

日本語学科の女子学生は、見事な日本語

を駆使して釜山市内を案内してくれた。

食事中、目上の人からのお酒は杯を干し

て頂くもの、横を向いて口元に手をやり

飲み干すのが礼儀なのですと言いなが

ら、天晴な飲みつぶりであった。休学し

て日本で勉強し日本語を使う仕事をした

いと抱負を語る彼女らには、今話題の

｢新しい歴史教科書をつくる会」を巡る

問題など、何の影も落していないかに見

えた。

戦前の日本と最も深い関係にあった地

域の一つである済州島の自然史博物館で

も、若い女性係員が正確な日本語でガイ

ドを務めてくれた。また島南の旧い民俗

村を案内してくれた70歳前後の女性も、

少々荒っぽいながら巧みに日本語を操っ

た。だが若い世代と年配世代、同じよう

に日本語を解し話しても、韓国の異なる

世代の人々が日本語をよくする訳、つま

り彼等にとって日本語という言語のもつ

意味､その習得の契機や動機やプロセス、

そこに寄せる思いなどは大いに異なるに

違いない。同じく東アジアの一角に位置

する一衣帯水の地、古来幾多の関わりを

結び合った国、そして政治・経済・文化

の多くの面で今後一層の交流が見込まれ

るであろう隣国同士、世代を越えて互い

に歴史を尊び理解し合う努力がもっと真

筆になされねば、そんな思いの過ぎる旅

路であった。

大谷大学教授松村尚子

－２２－
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j〉『対談家族探求◎樋口恵子と考える日本の幸福』樋口恵子編中央法規1600円十税

今、有形無形を問わず、家族という形が大きく変化してきている。家族の定義や理念が多

様化しているこの時代に、樋口恵子さんが、多彩な方々（福島瑞穂さん・落合恵子さん・養

老孟司さん他１１名）と「これからの家族像について」１人対１人で語りあっています。現代

社会のありようと家族を読み取るのに必須の一冊です。どんどん読み進んでいける内容です。

※第５回女性会議（2001年５月１１日～１２日開催：ｐｌ８参照）には、樋口恵子さんを講師とし

てお招きいたします。

》「東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ』 遥洋子著筑摩書房１４００円十税

タレントである遥洋子さんが東大の上野ゼミに入門し、フェミニズムの真髄を学んだこと

をレポートとして書き上げたものです。決してケンカを学んだわけではないのですが、議論

の仕方に力がみなぎっていく様子が笑いの中に見えてきます。読んでいてうなずきの連続で

す。

碑Ｆ雨12001年６月上旬発刊予定
ｊ「実践事例自治体の女性政策新時代

～共同参画社会基本法時代のステージ～』(仮）

藤枝湾子・米田摺子・みこしの会著学陽書房予定価格1800円十税

男女共同参画社会基本法の成立に伴い、教育、労働、福祉などの分野で、女性政策はどん

な展開を見せるのか？各自治体の具体的な取り組み事例が盛りこまれています。

－２３－
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女性室活動日誌

【女性室会議】

10月２３日第70回女性室会議

11月２４日第７１回女性室会議

12月１９日第７２回女性室会識

１月１１日第73回女性室会議

１月２５日第74回女性室会議

２月１６日第75回女性室会議

２月２６日第76回女性室会議

３月９日第77回女性室会議

３月２９日第78回女性室会議

【スタッフ派遣】

１０月３１日仙台教区｢女性小委員会｣会識への出席

１０月３１日仙台教区教化委員会学習会出識

１１月１５～17日宗議会宗制調査会

「宗門における男女共同参画に関す

る専門委員会」への出席

11月１７日久留米教区｢男なり女なり準備委員会」

会議への出席

12月４日三重教区南勢１組「坊守制度を考える

集い」への出識

１月１７日久留米教区｢男なり女なり準備委員会」

会議への出席

１月２２日「真宗大谷派における女性差別を考え

る会」定例学習会への参加

２月１日～２日

本願寺派「第３回全国坊守寺族女性連

絡会」学習会への出識

３月１日仙台教区教化委員会学習会出講

【2000年度公開講座】

｢京蔀~'１０月23日第１回女性室公開講座
１１月２４日第２同女性室公開講座

３月２９１１第３向女性室公開講座

於：大谷婦人会館

｢而苔１１２月８１１女性室公開講座
於：東北別院

＊編集後記＊

最近、テレビコマーシャルに混じって流れる観､

｢男女共同参画社会」を呼びかける政府広報を何」
度か目にしました。スローガンで注目を喚起する

ことだけでなく、具体的な取り組みがあってはじ

めて共同参画社会がかたちになってゆくのだと思

います。

第５回女性会議が、「男女両性で形づくる教団」

に向けての大きな一歩となることを願います。

なお、松村尚子さんによる「ゆらぎ」欄が今回

で終了します。

先生には『あいあう』発刊以来たいへんお世話

になりました。ありがとうございました。

（よ）

ｒーー一ーーー一一一ーーーーーーーーーーーーー一一ー－－－－－－－－－弓

|【おしらせ】
'第８号に誤りがありました。謹んでお詫びい’

'たし、訂正させていただきます。

ｌｐ３８声コーナー
|投稿者
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